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６．今後の検討の進め方（案）

歩いて楽しいまちなかの実現に向けて・・・

・自動車交通の抑制／歩い

　て楽しい歩行空間の創出

・公共交通の魅力向上

・タクシーへの対応

・荷さばき車両の取扱い

・自転車マナー向上

・駐車場事業との調整

工夫（例）

⇒アンケート調査
　（都心地区における行動特性の把握）
　（関係者の意向把握）

⇒交通実態調査
　（都心地区の交通特性の把握）

対策検討のための状況把握

試行による対策の効果・影響の把握

⇒交通社会実験
　（対策の試行）

⇒交通実態調査
　（実験前後の交通状況の比較）

⇒アンケート調査
　（実験に対する関係者の評価）
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「歩いて楽しいまちなか戦略」の進め方・スケジュール

『
歩
い
て
楽
し
い
ま
ち
な
か
戦
略
』
推
進
協
議
会

で
の
協
議
・
意
見
交
換

平
成
18
年
度

都心地区の問題・課題の認識

交通実態調査及びアンケート調査の実施
（平成１８年度の秋頃に実施）

望まれる交通施策の検討／実験施策の検討

平
成
19
年
度 実験施策の評価と今後の取組の検討

（平成１９年度の秋頃に実施）

交通実態調査及び
アンケート調査の実施

交通社会実験の実施

平成20年度～ 抜本的な交通環境の改善
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「歩いて楽しいまちなか戦略」推進協議会及び幹事会について

　
「歩いて楽しいまちなか戦略」推進協議会

* 協議会は年３～４回程度開催する予定

幹事会
○協議会に付議する事案の調整を行うため，幹事会を設置する
○協議する具体的なテーマは以下のとおり。なお，必要に応じてテーマを追加する
○幹事会委員は，地元の皆さん，商業者等の中から検討テーマに応じて議長が指名する

○幹事会は概ね月１回を目途に開催し，その概要はホームページやニュースレター等　
により，広くお知らせする

協議テーマ（案） 住民 商業者 NPO 関係団体 交通事業者等

放置自転車対策 ○ ○ ○ ○

自転車マナーの向上 ○ ○ ○ ○

自動車利用抑制策 ○ ○ ○ ○

安全快適な歩行環境の整備 ○ ○ ○ ○

公共交通の魅力向上 ○ ○

客待ちタクシーへの対応 ○ ○ ○

荷捌き車両の取扱い ○ ○ ○

駐車場事業との調整 ○

賑わいの創出 ○ ○


